
外国免許を日本免許に切り替える手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

★ 日本の運転免許制度と同等の運転免許制度を有する国等。知識確認・技能確認が免除される。 

 

注意事項 
※ 提出書類に不備があれば申請を受付できません。 

なお、提出書類の補正、再提出、証明書類の追加提出を依頼することがあります。 

※ 外国の運転免許証についての確認と取得状況についての質問(面接)を行います。 

なお、回答内容によっては申請を受付できない場合があります。 
※ 知識・技能確認で通過(合格)基準に満たなかった場合は、次回の確認日を予約していただきます。 

大型・中型・準中型・普通 

大自二・普自二・普自二  

特例国以外 ( 知識・技能の確認必要 ) 特例国★ 

原付 

① 説明会 ( 各運転免許センター毎週水曜日 9:30 予約不要 ) 
※ 必 要 書 類 の 説 明 と 持 参 書 類 の 事 前 点 検 

② 外国免許証の点検(書類審査)及び面接（予約制） 

③ 適性試験（視力、運動能力など 予約制） 

④ 知識・技能確認（予約制） 

 

④ 知識確認（予約制） 

⑤   運 転 免 許 証 交 付 

正答９０％以上 
５０問 ３０分間 

知識 正答９０％以上 
     ５０問 ３０分間 
技能 得点７０％以上 

  場内コース 

外国運転免許証を持っている ( 真正で、正規手続きで取得したもの ) 

証明不可能 手続できない 

外国運転免許発給国での通算３か月滞在 

証明可能 手続できる 自動車学校入校など 


